
 京都市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２５年７月３１日 

京都市公営企業管理者    

上下水道局長 水田 雅博  

京都市上下水道局管理規程第６号 

   京都市水道事業条例施行規程の一部を改正する規程 

 京都市水道事業条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 第８条を次のように改める。 

（料金の納入期限） 

第８条 条例第２２条に規定する料金の納入期限は，次の各号に定めるところによる。 

   納入通知書により納付する場合は，納入通知書を発送した日から起算して１０日を

経過した日とする。 

   地方自治法第２３１条の２第６項に規定する指定代理納付者により納付する場合は，

納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信した日から起算して１０日

を経過した日とする。 

   口座振替による場合は，条例第１５条第１項に規定する定例日の属する月の翌月の

１７日とする。ただし，管理者が必要と認めるときは，この限りでない。 

２ 前項に規定する納入期限が，京都市の休日を定める条例第１条第１項に規定する本市 

の休日に当たるときは，本市の休日の翌日をもってその期限とする。 

別表第１，別表第２，別表第４，別表第５，別表第６及び別表第７を次のように改める。 

別表第１（第６条関係） 

条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量 
従量料金（１立方

メートルにつき） 

１ 

１０立方メートルに条例第１５条の３第１項に規定する共

同住宅において水の供給を受けている使用者の数（以下「使

用者数」という。）を乗じて得た水量から同条第２項第１号

又は第２号に規定する合計した水量のうちいずれか大きい

水量（以下「選択された水量」という。）を控除して得た水

量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合に

は，零とする。） 

円 

１０ 



  

２ 

１の項の規定により計算して得た水量を超え，２０立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控

除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下

回る場合には，零とする。） 

１７７ 

３ 

２の項の規定により計算して得た水量を超え，３０立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控

除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下

回る場合には，零とする。） 

１８０ 

４ 

３の項の規定により計算して得た水量を超え，１００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を

下回る場合には，零とする。） 

２０８ 

５ 

４の項の規定により計算して得た水量を超え，２００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を

下回る場合には，零とする。） 

２２６ 

６ 

５の項の規定により計算して得た水量を超え，５００立方メ

ートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を

下回る場合には，零とする。） 

２４３ 

７ 

６の項の規定により計算して得た水量を超え，５，０００立

方メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水

量を控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が

零を下回る場合には，零とする。） 

２８４ 

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ３２６ 

別表第２（第６条関係） 

条例第１５条の３第２項の規定により計算して得た水量 
従量料金（１立方

メートルにつき） 

 



  

１ 

２０立方メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された

水量を控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が

零を下回る場合には，零とする。） 

円 

１０ 

２ 

１の項の規定により計算して得た水量を超え，４０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して

得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合

には，零とする。） 

１７７  

３ 

２の項の規定により計算して得た水量を超え，６０立方メート

ルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除して

得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場合

には，零とする。） 

１８０  

４ 

３の項の規定により計算して得た水量を超え，２００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場

合には，零とする。） 

２０８  

５ 

４の項の規定により計算して得た水量を超え，４００立方メー

トルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控除し

て得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回る場

合には，零とする。） 

２２６  

６ 

５の項の規定により計算して得た水量を超え，１，０００立方

メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を控

除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下回

る場合には，零とする。） 

２４３  

７ 

６の項の規定により計算して得た水量を超え，１０，０００立

方メートルに使用者数を乗じて得た水量から選択された水量を

控除して得た水量までの部分（当該控除して得た水量が零を下

回る場合には，零とする。） 

２８４  

 



   

８ ７の項の規定により計算して得た水量を超える部分 ３２６  

別表第４（第１３条関係） 

給水管の呼び径 基本水量 基本料金 

 

２０ミリメートル以下 

 

５立方メートル 

円

９２０ 

２５ミリメートル １０立方メートル １，９００ 

４０ミリメートル １０立方メートル ２，７８０ 

５０ミリメートル ５０立方メートル １８，３００ 

７５ミリメートル １００立方メートル ３５，９１０ 

１００ミリメートル ２５０立方メートル ７１，６００ 

１５０ミリメートル ５００立方メートル １３４，２６０ 

２００ミリメートル １，０００立方メートル ２８１，５２０ 

別表第５（第１３条関係） 

給水管の

呼び径 
使用水量 

従量料金（１立方

メートルにつき） 

２０ミリ

メートル

以下 

５立方メートルを超え，１０立方メートルまでの部分 円

１０ 

１０立方メートルを超え，２０立方メートルまでの部

分 

１７７ 

２０立方メートルを超え，３０立方メートルまでの部

分 

１８０ 

３０立方メートルを超え，１００立方メートルまでの

部分 

２０８ 

１００立方メートルを超え，５００立方メートルまで

の部分 

２０４ 

５００立方メートルを超える部分 ２３８ 

 
１０立方メートルを超え，２０立方メートルまでの部

分 

１７７ 



２５ミリ

メートル

及び４０

ミリメー

トル 

 

２０立方メートルを超え，３０立方メートルまでの部

分 

１８０  

３０立方メートルを超え，１００立方メートルまでの

部分 

２０８  

１００立方メートルを超え，５００立方メートルまで

の部分 

２０４  

５００立方メートルを超える部分 ２３８  

５０ミリ

メートル 

５０立方メートルを超え，１００立方メートルまでの

部分 

２０８  

 

１００立方メートルを超え，５００立方メートルまで

の部分 

２０４  

５００立方メートルを超える部分 ２３８  

７５ミリ

メートル 

１００立方メートルを超え，５００立方メートルまで

の部分 

２０４  

５００立方メートルを超える部分 ２３８  

１００ミ

リメート

ル 

２５０立方メートルを超え，５００立方メートルまで

の部分 

２０４  

５００立方メートルを超える部分 ２３８  

１５０ミ

リメート

ル 

５００立方メートルを超える部分 ２３８  

２００ミ １，０００立方メートルを超える部分 ２３８  



リメート

ル 

  

別表第６（第１３条関係） 

給水管の呼び径 基本水量 基本料金 

２０ミリメートル以下 １０立方メートル 

円 

１，８４０  

２５ミリメートル ２０立方メートル ３，８００  

４０ミリメートル ２０立方メートル ５，５６０  

５０ミリメートル １００立方メートル ３６，６００  

７５ミリメートル ２００立方メートル ７１，８２０  

１００ミリメートル ５００立方メートル １４３，２００  

１５０ミリメートル １，０００立方メートル ２６８，５２０  

２００ミリメートル ２，０００立方メートル ５６３，０４０  

別表第７（第１３条関係） 

給水管の

呼び径 
使 用 水 量 

従量料金（１立方

メートルにつき） 

２０ミリ

メートル

以下 

１０立方メートルを超え，２０立方メートルまでの部

分 

円

１０ 

２０立方メートルを超え，４０立方メートルまでの部

分 

１７７ 

４０立方メートルを超え，６０立方メートルまでの部

分 

１８０ 

６０立方メートルを超え，２００立方メートルまでの

部分 

２０８ 

２００立方メートルを超え，１，０００立方メートル

までの部分 

２０４ 

１，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

 ２０立方メートルを超え，４０立方メートルまでの部

分 

１７７ 



２５ミリ

メートル

及び４０

ミリメー

トル 

 

 

 

４０立方メートルを超え，６０立方メートルまでの部

分 

１８０ 

６０立方メートルを超え，２００立方メートルまでの

部分 

２０８ 

２００立方メートルを超え，１，０００立方メートル

までの部分 

２０４ 

１，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

５０ミリメ

ートル 

１００立方メートルを超え，２００立方メートルまで

の部分 

２０８ 

２００立方メートルを超え，１，０００立方メートル

までの部分 

２０４ 

７５ミリメ

ートル 

２００立方メートルを超え，１，０００立方メートルま

での部分 

２０４ 

１，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

１００ミリ

メートル 

５００立方メートルを超え，１，０００立方メートルま

での部分 

２０４ 

１，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

１５０ミリ

メートル 

１，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

２００ミリ

メートル 

２，０００立方メートルを超える部分 ２３８ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２５年８月１日から施行する。 

（適用区分） 



２ この規程による改正後の京都市水道事業条例施行規程第８条並びに別表第１，別表第

２，別表第４，別表第５，別表第６及び別表第７の規定は，平成２５年１０月１日以後

に決定する使用水量に係る料金について適用し，同日前に決定する使用水量に係る料金

については，なお従前の例による。 

（上下水道局総務部経営企画課及びお客さまサービス推進室） 


